
川越市企業立地奨励金等交付要綱

（目的）

第１条 この要綱は、本市において新規の立地により操業を開始した企業等に

対し、企業立地奨励金等を交付することにより、市内での企業等による設備

投資を促進し、安定的な市税の確保及び市民の雇用機会の拡大を図り、もっ

て地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

（規則の適用）

第２条 企業立地奨励金等の交付に関しては、川越市補助金等の交付手続等に

関する規則（昭和５４年規則第９号）に定めるもののほか、この要綱に定め

るところによる。

（定義）

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

⑴ 企業等 営利事業を目的とする法人又は営利事業を営む個人をいう。

⑵ 事業所 企業等がその事業の用に直接供する施設及びこれに附属する

関連施設をいう。

⑶ 立地 企業等がその事業の用に供するため、次に掲げるいずれかの行為

により事業所（関連施設の延べ床面積の合計が事業の用に直接供する施設

の延べ床面積の合計を超えない場合に限る。）を設置することをいう。

ア 市内に事業所を有しない企業等が、市内に所有し、購入し、又は賃借

等をする土地に、新たに事業所を建築すること。

イ 市内に事業所を有しない企業等が、当該企業等のために市内に新たに

建築される事業所を当該企業等以外の者から賃借すること。

ウ 市内に事業所を有する企業等が、市内の別の場所（当該事業所の隣接

地を含む。エにおいて同じ。）に所有し、購入し、又は賃借等をする土地

に、新たに事業所を建築すること。

エ 市内に事業所を有する企業等が、市内の別の場所に、当該企業等のた

めに市内に新たに建築される事業所を当該企業等以外の者から賃借する

こと。

⑷ 事業者 立地をする企業等をいう。



（企業立地奨励金の交付要件）

第４条 企業立地奨励金の交付を受けることができる要件は、次のとおりとす

る。

⑴ 立地をする事業所が、日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０

５号）に定める産業のうち、製造業の事業の用に供されるものであること。

⑵ 立地をする事業所の敷地面積が１，０００㎡以上で、かつ、当該事業所

の延べ床面積が５００㎡以上であること。

⑶ 立地をする事業所において常時雇用従業員（労働基準法（昭和２２年法

律第４９号）第２０条の規定による解雇の予告を必要とする者で、かつ、

厚生年金保険に加入する者をいう。以下同じ。）の数が１０人以上である

こと。

⑷ 本市が事業者に課した市税のうち、納期限が到来した市税に滞納がない

こと。

⑸ この要綱による企業立地奨励金等の交付を受けた企業等でないこと。

（企業立地奨励金の交付額等）

第５条 企業立地奨励金は、予算の範囲内において交付するものとする。

２ 企業立地奨励金の額は、立地をする事業所が操業を開始した日以後、当該

事業所（第３条第２号に規定する関連施設にあっては、当該関連施設の延べ

床面積の合計が企業等の事業の用に直接供する施設の延べ床面積を超えない

範囲に限る。）及びその立地に係る土地（その取得の日から２年以内に操業を

開始した事業所に係る土地に限る。）、家屋及び地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第３８３条の規定に基づき申告のあった償却資産について課した

固定資産税及び都市計画税に相当する額を合計した額に、別表第１に掲げる

区分に応じ、同表に掲げる年度に応じた割合を乗じて得た額（当該額に１０

０円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。）とする。ただし、立地

をした事業所が賃貸借に係るものである場合は、各会計年度の交付額は、そ

の交付申請の日前１年間の当該賃貸借に係る賃借料（当該土地に係る部分を

除く。）に相当する額を限度とする。

３ 企業立地奨励金は、立地をする事業所が操業を開始した日以後、最初に固

定資産税及び都市計画税を課する会計年度の翌会計年度から起算して３箇年



度に限り、交付するものとする。

（雇用促進奨励金）

第６条 市長は、次条の規定による認定に係る企業立地奨励金対象事業者が立

地をする事業所の操業を開始するに当たり、市内に住所を有する者を常時雇

用従業員として新たに当該事業所において雇用し、かつ、当該雇用の期間が

当該事業所の操業を開始した日から第９条第１項の規定による交付申請の日

までにおいて１年以上継続している場合には、雇用促進奨励金を初年度（当

該操業を開始した日以後、前条第２項に規定する固定資産税及び都市計画税

を初めて賦課する会計年度をいう。別表第１において同じ。）に限り、企業立

地奨励金と併せて交付することができる。

２ 雇用促進奨励金は、予算の範囲内において交付するものとする。

３ 雇用促進奨励金の額は、第１項に規定する場合に該当する常時雇用従業員

の数に３０万円を乗じて得た額とし、１事業所当たり３００万円を限度とす

る。

（認定）

第７条 企業立地奨励金及び雇用促進奨励金（以下「奨励金等」という。）の交

付を受けようとする事業者は、あらかじめ企業立地奨励金対象事業者の認定

（以下「認定」という。）を受けなければならない。

２ 認定を受けようとする事業者は、企業立地奨励金対象事業者認定申請書（様

式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

⑴ 立地に係る土地の売買、賃貸借等又は立地に係る建物の賃貸借に関する

契約書の写し

⑵ 立地に係る土地及び建物の登記事項証明書

⑶ 立地に係る建物の建築確認済証の写し

⑷ 立地に係る建物の配置図、平面図及び立面図

⑸ 法人の登記事項証明書（個人にあっては、認定の申請者の住民票の写し）

⑹ 会社概要書その他企業等の事業の概要を示す書類

⑺ 立地をする事業所に係る常時雇用従業員の名簿及び厚生年金保険に加

入していることを明らかにする書類

⑻ 労働契約書その他労働契約の内容を確認することができる書類



⑼ 知事承認（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に

関する法律（平成１９年法律第４０号）に基づき、企業等が策定した埼玉

県鶴ヶ島ジャンクション周辺地域基本計画に係る地域経済牽引事業計画

についての埼玉県知事の承認をいう。以下同じ。）を受けて行う立地の場

合にあっては、知事承認を受けていることを明らかにする書類

⑽ 本社機能（総務部門、経理部門、企画部門その他これらに類する複数の

部門により構成される全社的な業務を統括する機能として、市長が認める

ものをいう。別表第１において同じ。）を有する立地の場合にあっては、

本社機能を有することとなることを明らかにする書類

⑾ 研究所機能を有する立地の場合にあっては、研究所機能を有することと

なることを明らかにする書類

⑿ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに認定の可否を決

定し、その旨を企業立地奨励金対象事業者認定（不認定）通知書（様式第２

号）により、当該申請をした事業者に通知するものとする。

４ 市長は、認定を行う場合において必要があると認めるときは、条件を付す

ることができる。

（操業開始の届出）

第８条 前条第３項の規定により認定の通知を受けた事業者（以下「認定事業

者」という。）は、当該認定に係る事業所（以下「認定事業所」という。）に

おいて操業を開始したときは、その日から起算して１月以内に企業立地奨励

金認定事業所操業開始届（様式第３号）により、市長に届け出なければなら

ない。

（奨励金等の交付申請及び交付決定）

第９条 奨励金等の交付を受けようとする認定事業者は、認定事業所が操業を

開始した日以後、別に定める日までに、企業立地奨励金等交付申請書（様式

第４号）に別表第２に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、奨励金等の交付の可否を

決定し、その旨を企業立地奨励金等交付（不交付）決定通知書（様式第５号）

により、当該申請をした認定事業者に通知するものとする。



（実績報告及び交付額の確定）

第１０条 前条第２項の規定により奨励金等の交付決定の通知を受けた認定事

業者は、別に定める日までに、企業立地奨励金等実績報告書（様式第６号）

を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、当該報告に係る

内容等が奨励金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどう

かを調査し、適合すると認めたときは、企業立地奨励金等金額確定通知書（様

式第７号）により、同項の認定事業者に奨励金の額を通知するものとする。

（奨励金等の請求及び交付）

第１１条 認定事業者は、前条第２項の規定により奨励金等の確定の通知を受

けたときは、別に定める日までに、企業立地奨励金等交付請求書（様式第８

号）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の請求書の提出があったときは、遅滞なく当該請求に係る奨

励金等を当該認定事業者に交付するものとする。

（変更申請）

第１２条 認定事業者は、認定の申請又は奨励金等の交付申請の内容の変更（市

が認める軽微な変更を除く。）をする必要があるときは、あらかじめ企業立地

奨励金等申請事項変更申請書（様式第９号）に変更内容を示す書類を添えて、

市長に申請しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該変更につい

て承認の可否を決定し、その旨を企業立地奨励金等申請事項変更承認（不承

認）通知書（様式第１０号）により、当該認定事業者に通知するものとする。

（地位の承継）

第１３条 合併、営業譲渡その他の事由により認定事業者の事業を承継した者

（以下「承継者」という。）は、前条第２項の規定による変更の承認通知のあ

った後速やかに、企業立地奨励金認定事業者承継届（様式第１１号）に承継

の事実を示す書類を添えて、市長に届け出なければならない。

２ 市長は、承継者が認定に係る事業を承継する場合に限り、当該認定事業者

の地位の承継に係る前条第１項の変更申請について承認することができる。

（取消し）



第１４条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

認定又は奨励金等の交付の決定を取り消すことができる。

⑴ 第４条各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。

⑵ 認定に係る事業を休止し、又は廃止したとき。

⑶ 虚偽その他不正な行為により認定又は奨励金等の交付決定若しくは交

付を受けたとき。

⑷ 第７条第４項の規定により市長が付した条件に違反したとき。

⑸ 公害（環境基本法（平成５年法律第９１号）第２条第３項に規定する公

害をいう。）を発生させた場合において、その排除のために必要な措置を

講じなかったとき。

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

（奨励金等の返還）

第１５条 市長は、次に掲げる場合において、既に奨励金等を交付していると

きは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

⑴ 第１２条第１項に規定する認定の申請又は奨励金等の交付申請の内容の

変更により奨励金等の交付額に変更が生じることとなった場合

⑵ 前条の規定により奨励金等の交付の決定を取り消した場合

（書類の整備等）

第１６条 認定事業者は、交付を受けた奨励金等に係る関係書類を整備保管し

ておかなければならない。

２ 前項の関係書類は、奨励金等の交付の日の属する会計年度の翌会計年度の

４月１日から５年間保管しなければならない。

３ 認定事業者は、奨励金等に係る効果等を把握するために市が行う調査等に

協力し、固定資産税の納付状況、市内に住所を有する者の雇用の状況その他

情報の提供に努めるものとする。

（その他）

第１７条 この要綱に定めるもののほか、奨励金等の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定める。

附 則

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。



２ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日ま

でに第７条第２項に規定する申請をした事業者については、同日後も、なお

その効力を有する。

附 則

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。

２ 改正後の川越市企業立地奨励金等交付要綱（以下この項において「新要綱」

という。）の規定は、この要綱の施行の日以後に、新要綱第７条第２項に規定

する申請をした事業者について適用し、同日前に改正前の川越市企業立地奨

励金等交付要綱第７条第２項に規定する申請をした事業者について、なお従

前の例による。

附 則

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。

２ 改正後の第４条第１号及び第５条第２項の規定は、この要綱の施行の日以

後に、改正後の第７条第２項の規定による申請をした事業者について適用し、

同日前に改正前の同項の規定による申請をした事業者については、なお従前

の例による。

附 則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。



別表第１（第５条、第７条関係）

備考 第２年度とは初年度の翌年度を、第３年度とは第２年度の翌年度を、

それぞれいう。

別表第２（第９条関係）

区 分 初年度 第２年度 第３年度

製造業（知事承認を受けた地域経済牽

引事業計画に基づき、同計画に係る事

業のための立地の場合又は本社機能若

しくは研究所機能を有する立地の場合

（既に市内に本社機能又は研究所機能

を有している場合を除く。）に限る。）

１０分の

１０以内

１０分の

８以内

１０分の

６以内

製造業（前項に規定する立地に該当す

る場合を除く。）

２分の１

以内

２分の１

以内

２分の１

以内

奨励金等の種類 添付書類

企業立地奨励金 １ 立地をした事業所の建物の登記事項証明書

２ 建物検査済証の写し

３ 市税に未納がない旨の証明書

４ 被雇用者名簿

５ その他市長が必要と認める書類

雇用促進奨励金 １ 新規に雇用した者の住民票の写し

２ 新規に雇用した常時雇用従業員の名簿及び厚生年

金保険に加入していることを明らかにする書類

３ 労働契約書その他労働契約の内容を確認すること

ができる書類

４ 市税に未納がない旨の証明書

５ その他市長が必要と認める書類


